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発達障害の可能性のある児童生徒に対する早期支援・教職員の専門性向上事業 

（発達障害理解推進拠点事業） 

成果報告書（概要版） 

 

実施機関名（周防大島町教育委員会） 

 

1．テーマ 

 町内教職員の専門性の向上により本町の特別支援教育を充実させるとと

もに，児童・保護者・地域の発達障害に関する理解推進を図る。 

 

2．問題意識・提案背景 

本町ではここ数年，通常学級に在籍する発達障害にかかわる児童の増加

と，特別支援学級に在籍する児童の増加がみられる。 

平成２５年度には島中小学校に通級指導教室が開設された。島中小学校

は，本町の特別支援教育のセンター校として，通級指導教室や特別支援学級

を担当する教員の専門性の向上とともに，橘地区の全教職員の発達障害への

理解や支援方法の促進が求められる。 

また，本町は東西に約３５㎞と長く伸びていることから，拠点校が１校で

は円滑な運営ができない。そこで明新小学校を西の拠点校とし，本町全教員

の専門性の向上を図っていく。 

 

3．拠点校について 

○ 拠点校一覧 

設置者 学校名（ふりがなを付すこと） 

周防大島町 周防
す お う

大島
おおしま

町立
ちょうりつ

島中
しまなか

小学校
しょうがっこう

 

周防大島町 周防
す お う

大島
おおしま

町立
ちょうりつ

明新
めいしん

小学校
しょうがっこう

 

○ 理解推進地域内の学校一覧 

設置者 学校名（ふりがなを付すこと） 

周防大島町 周防
す お う

大島
おおしま

町立
ちょうりつ

島中
しまなか

小学校
しょうがっこう

 

周防大島町 周防
す お う

大島
おおしま

町立
ちょうりつ

浮島
うかしま

小学校
しょうがっこう

 

周防大島町 周防
す お う

大島
おおしま

町立
ちょうりつ

安下庄
あげのしょう

小学校
しょうがっこう

 

周防大島町 周防
す お う

大島
おおしま

町立
ちょうりつ

明新
めいしん

小学校
しょうがっこう

 



周防大島町 周防
す お う

大島
おおしま

町立
ちょうりつ

三
み

蒲
がま

小学校
しょうがっこう

 

周防大島町 周防
す お う

大島
おおしま

町立
ちょうりつ

沖浦
おきうら

小学校
しょうがっこう

 

 

4．拠点校における取組概要 

（１）教職員向け発達障害に関する研修等の実施 

 

①すべての教職員が身につけるべき基礎的な知識・技能に関する定期的な校内研修 

テーマ 実施日 講師 参加者数（主な参加者） 

発達障害への理解 平成２６年５月２８日 校長 島中小 

８人（校内教職員） 

障害のある児童への

接し方① 

平成２６年５月７日 特別支援教育

担当 

明新小 

１２人（校内教職員） 

障害のある児童への

接し方② 

平成２６年５月１４日 特別支援教育

担当 

明新小 

１２人（校内教職員） 

個別の教育支援計画

の作成・活用 

平成２６年５月２１日 特別支援教育

担当 

明新小 

１２人（校内教職員） 

障害のある児童への

接し方③ 

平成２６年６月１８日 特別支援教育

担当 

明新小 

１２人（校内教職員） 

障害のある児童への

接し方④ 

平成２６年７月２日 特別支援教育

担当 

明新小 

１２人（校内教職員） 

支援の実際① 平成２６年８月２５日 特別支援教育

コーディネーター 

島中小 

８人（校内教職員） 

支援の実際② 平成２６年９月２４日 特別支援教育

コーディネーター 

島中小 

９人（校内教職員） 

障害のある児童への

接し方⑤ 

平成２６年９月３日 特別支援教育

担当 

明新小 

１２人（校内教職員） 

障害のある児童への

接し方⑥ 

平成２６年１０月１５日 特別支援教育

担当 

明新小 

１２人（校内教職員） 

障害のある児童への

接し方⑦ 

平成２６年１１月１９日 特別支援教育

担当 

明新小 

１２人（校内教職員） 

障害のある児童への

接し方⑧ 

平成２６年１２月１７日 特別支援教育

担当 

明新小 

１２人（校内教職員） 

障害のある児童への

接し方⑨ 

平成２７年２月４日 特別支援教育

担当 

明新小 

１２人（校内教職員） 

 

 

 

 



②特別支援学級担当教員，通級による指導の担当教員，特別支援教育コーディネー

ター，養護教諭，特別支援教育支援員，スクールカウンセラー等を対象とした少

人数で実施する専門的な校内研修（ケース会議の運営手法，情報・知見の共有方

法，特別支援教育コーディネーターの養成等） 

 

テーマ 実施日 講師 参加者数（主な参加者） 

通級指導教室の在り

方 

平成２６年１０月１日 特別支援教育地域

コーディネーター 

２名（通級指導教室

担当，特別支援学級

担当教員） 

全校児童の障害者理

解を深める支援 

平成２６年８月２５日 校長 ３名（教務主任，保

健主任，特別支援学

級担当教員） 

 

③学校教育活動全体を通じた児童生徒への障害者理解を図るための取組 

テーマ 実施日 講師 参加者数（主な参加者） 

視覚障害のある子と

ともに 

平成２６年６月２３日 視覚障害者母子 ５０人（島中小全校

児童，保護者等） 

発達障害の理解と個

性の尊重 

平成２６年１１月２７日 周南子ども発達相

談センター 所長 

黒葛原健太朗 

１６０人（明新小全

校児童，保護者，教

員等） 

視覚障害のある人の

くらし 

平成２７年２月１０日 全盲の地域住民 ８名（島中小３・４

年児童） 

発達障害への理解 平成２７年２月１８日 特別支援教育コー

ディネーター 

１２名（島中小５・

６年児童） 

 

④理解推進地域の学校も対象に入れた特別支援教育コーディネーター等の教職員を

対象とした研修の実施によるネットワークの構築 

テーマ 実施日 講師 参加者数（主な参加者） 

学校間，関係機関との

連携（合理的配慮につ

いて） 

平成２６年８月４日 町福祉課職員，校

長 

３０人（特別支援教

育コーディネーター，

特別支援学級担当

教員等） 

ビジョントレーニン

グの実際 

平成２６年８月１９日 特別支援教育地域

コーディネーター 

２３人（特別支援学

級担当教員等） 

特別支援教育におけ

るＩＣＴの活用 

平成２６年７月２２日 県研修センター研

究指導主事 

１８人（特別支援学

級担当教員，保育士

等） 

事例から見る支援の

充実のためのＳＳＷ

の活用 

平成２７年２月２８日 県ＳＳＷ－ＳＶ １２人（特別支援学

級担当教員，保育士

等） 

 



（２）理解推進地域への成果普及等の取組 

 

 ①理解推進地域内の教職員，保護者，地域住民等を対象とした成果普及のためのセ

ミナーの開催 

テーマ 実施日 講師 参加者数（主な参加者） 

地域で取り組む発達

支援 

平成２６年６月１日 周南子ども発達相

談センター 所長 

黒葛原健太朗 

４２人（教員，保護

者，地域住民） 

ちょっと気になる子

どもの発達と支援 

平成２６年６月１４日 広島大学大学院 

教授 七木田 敦 

４８人（教員，保育

士，保護者，地域住

民） 

自分らしく生きる 平成２７年１月１８日 兼田絢未 ６０人（教員，保育

士，保護者，地域住

民） 

 

②理解推進地域内における他校での校内研修等における講師や助言者としての参加 

テーマ 実施日 講師 参加者数（主な参加者） 

集団にかかわりにく

い子どもへの支援の

実際 

平成２６年８月７日 特別支援教育コー

ディネーター 

１５人（町内教職

員） 

 

（３）研修プログラムの体系化に係る工夫 

 

 ①教職員全体の資質の向上と，専門性の高い中心的な教員の育成 

・校内研修や自主勉強会の回数及び内容を充実させることで，全ての教職員の研

修の場を確保し，特別支援教育に関する全体の資質の向上を図った。 

・全校体制による特別支援教育をめざして，常に児童の実態を把握し情報共有に

努めた。そのために，特別支援校内コーディネーターが担任からの情報収集を

行い，各学級の状況を管理職に報告する体制を整備するとともに，そのとき把

握した課題についての研修を行い，対応を協議できるようにした。 

・本事業に係る中心的な教員を，町教職員の研修会における講師とすることで，

中心的教員の専門性を高めた。また，そのような中心的な教員の立場を明確に

することで，町内の教職員が相談できる体制をつくり，全教職員の資質を自ら

高めることができるようにした。 

 

②教員・保護者・地域のニーズの把握及び啓発活動の充実 

 ・アンケート調査を実施し，教員や保護者，地域住民の研修ニーズを把握した。 

  ・保護者や専門機関との連携を重視し，専門的立場からの指導を受けながら，保

護者の思いを受けとめ，理解を得ながら対応を考えた。 

  ・本年度は，特別支援教育への理解・啓発を，保護者だけでなく，児童へも広げ

るために，１学期は保護者対象の講演会を，２学期は児童と保護者を対象とし

た講演会を実施した。 



5．主な成果 

（１）教職員について 

 

 ○昨年度に引き続き，拠点校主催の研修会を数多く開催した。また，夏季休業中や

週休日等に研修会を開催することにより，できるだけ多くの教職員が参加しやす

いようにした。その結果，島中小学校理解推進地域内の教職員の受講率は４５％

となり，参加者の専門性向上を図ることができた。 

 

 ○定期的な校内研修を設定し，全教職員が参加するとともに，外部の研修会にも積

極的に参加するよう呼び掛けた。特に，合理的配慮についてしっかりと研修を行

うことにより，個別の教育支援計画や個別の指導計画に対応した柔軟な教育課程

の編成，教材等の配慮などを行うことの重要性を理解するようになった。 

 

 ○県の研修機関から専門家を招聘して開催した「特別支援教育におけるＩＣＴの活

用」研修会は，理解推進地域内の教職員にも参加を呼び掛けたところ，大勢の参

加があった。近年タブレット端末を効果的に活用した指導支援が取り入れられて

おり，教職員の研修ニーズの高さがうかがえた。 

 

 ○特別支援教育地域コーディネーターを講師として開催した「ビジョントレーニン

グの実際に」の研修会では，子どもの視機能という新たな観点からのアプローチ

により，成果が見られた事例を聞き，参加者は多面的に子どもを理解する必要を

感じることができた。町の福祉課職員，県のＳＳＷ－ＳＶを講師として開催した

「学校間，関係機関との連携」，「事例から見る支援の実際のためのＳＳＷの活用」

研修会では，多様化・複雑化している相談事例を取り上げ，具体的なチーム支援

について研修した。参加者からは，「子どもを取り巻く背景を多面的に見ることに

より，学校だけでなく様々な関係機関とチームを組んで支援や解決を図ることが

よく分かった」という感想が見られた。 

 

 ○それぞれの研修会のアンケートを見ると，昨年度同様就学前の子どもにかかわっ

ている幼稚園，保育園の教諭や保育士の研修ニーズが相変わらず高い。従って，

今年度は幼稚園，保育園の関係者を対象に，参加しやすい日程で研修会を開催す

るようにした。これにより，発達障害のある子どもに関わる幼・保・小の視点の

共有化が図られるとともに，入学のための連携が取りやすくなった。 

 

 



（２）児童について 

 

 ○人権教育参観日を利用して，他市在住の視覚障害者とその母親に来校していただ

き，視覚障害者のピアノ演奏と母親の講話を交えたトーク＆ライブを開催した。

地域住民はもちろん，近隣の小学校からも児童と教職員が参加した。視覚障害者

ならではの考え方に接することで，児童も「健常者の立場だけで障害者理解はで

きない」と感じていた。 

 

 ○全盲のお年寄りとの交流や，特別支援教育コーディネーターによる授業などをと

おして，児童が「障害も個性の一つ」としてとらえ，「手助けは必要に応じて行う

ことが大切」ということを理解できるようになった。 

 

（３）保護者・地域について 

 

 ○保護者や地域住民を対象にした研修会を複数回開催した。特に保育園・幼稚園の

関係者と保護者を対象にした「ちょっと気になる子どもの発達と支援」研修会で

は，専門性の高い広島大学の教授を招聘し，土曜日に開催したことで，たくさん

の保育園関係者が参加することができた。また，障害者の立場からの生きづらさ

について分かりやすく話をしていただいた「自分らしく生きる」講演会では，日

曜日開催ということもあり，多くの学校関係者，保育園関係者，福祉関係者，保

護者等に参加していただくことができた。これらの研修により，関係者の発達障

害に関する専門性を高めたことはもちろん，幼・保・小や地域の連携に対する意

識を高めることにつながった。 

 

 ○保護者を対象とした，具体的な事例をもとにした研修会を実施することで， 

・園と家庭がこまめに連絡を取り合うこと 

・園での様子を保護者にしっかり伝え，できるようになったことを伝えること

も忘れないこと 

・保護者の気付きや不安をいつでも受け入れることができる信頼関係を構築し

ておくこと 

の大切さについて，保護者と教職員の間で共通の認識を得ることができた。 

 

 ○障害がある児童への接し方について，校内コーディネーターを中心として研修を

行ったり，地域コーディネーターからの指導助言を受けたりする機会を多くもて

たことにより，全校体制による特別支援教育への取組ができるようになった。 

 



6．今後の課題と対応 

○本事業の実施により専門性の高い中心的な教員を育成することができた。今後は，

これらの教員を中心に，継続的に専門性の高い教員を育成できるようにしなければ

ならない。町教育委員会と拠点校が協力し，専門性の高い中心的な教員を活用しな

がら研修の機会を確保することで，これを実現していきたい。 

 

○研修会等に積極的に参加する教職員，保護者が固定化されている。特に教職員につ

いては，特別支援学級担当者や発達障害の児童に関わっている者以外の教職員の参

加者について，限定されつつあるように思われる。今後も，町教育委員会と拠点校

が連携して，拠点地域の教職員（特に通常学級の担当教員）に対する研修の機会を

確保し，通常学級における特別支援教育の視点と実践の有効性を理解できるように

しなければならない。 

 

○どちらの拠点地域にも三世代家族が多いが，過疎化の一途をたどっている高齢化社

会の本町において，発達障害，特別支援教育に対する地域住民の理解はまだ進んで

いないのが現状である。発達障害については，育て方や子ども自身の問題としてと

らえている方が依然として多いように感じる。時間はかかるかもしれないが，地域

における発達障害理解推進について，粘り強く啓発活動を行っていく必要がある。

一方で，中には，様々な葛藤を繰り返しながらも，徐々に理解を示し，受け入れる

ことができるようになった方も見受けられる。今後も，行政や福祉，また保護者の

会を始めとした地域の諸団体とのネットワークを構築し，連携・協働による取組を

行っていきたい。 

 

7．問い合わせ先 

組織名：周防大島町教育委員会 

（1）担当部署 学校教育課 

（2）所在地 山口県大島郡周防大島町平野２６９－４４ 

（3）電話番号 ０８２０－７８－２２０４ 

（4）FAX 番号 ０８２０－７８－１５５９ 

（5）メールアドレス gakkou@town.suo-oshima.lg.jp 

 


